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届出 法人、個人を問わず、犬・猫用のペットフードの製造又は輸入を行う事業
者は、事業の開始前に届出が必要です。

立入検査 国及び（独）農林水産消費安全技術センター（FAMIC）が製造業者、
輸入業者、販売業者等に対して、立入検査を実施します。

ペットフード
の表示

ペットフードの名称、賞味期限、原材料名、原産国
名、事業者名及び住所の表示が義務付けられて
います。

帳簿の備付け
ペットフードの製造、輸入又は卸売を行う事業者は、製造等をしたペット
フードの名称、数量などを帳簿に記載し２年間保存する必要があります。

ペットフードの
安全基準

ペットフードの安全を確保するため、農薬、重金属等の上限値を定

めた成分規格や、病原微生物に汚染された原材料は用いてはなら
ない等の製造方法の基準が設定されています。

野生獣肉のペットフード利用を検討されるみなさまへ
～ペットフード安全法を守って安全なペットフードを作りましょう～

野生獣肉のペットフード利用への関心が高まって
います。野生獣肉を使ってペットフードを製造す
る際には、ペットフード安全法を守りましょう。
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【ペットフード安全法に関するお問い合わせ先】

＊ペットフード安全法の詳細は、リーフレット「ペットフードの安全確保のために」をご参照ください。
（http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/petfood/index.html 「ペットフードの安全関係」で検索）

【ペットフード安全法のポイント】


